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④【市の実施計画の評価結果を評価】

市の実施計画の評価結果報告を受け，それを評価する。評価

については市へ報告する。

市

③【市の実施計画の評価】

市の実施計画の進捗状況を

評価し、その結果を地域共

生社会推進会議に報告する。

⑤【評価結果の反映】

市の実施計画の評価につい

て、市民福祉推進委員会か

ら評価結果の報告を受け、

次年度の取組に反映する。

②【事業の推進】

市の実施計画の進捗状況を

把握し、施策を実現するた

め、事業を推進する。

①【市の実施計画の策定】

この計画を実効性のあるもの

とするため、重点取組に係る

事業等を定める実施計画を策
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令和７年９月９日

※各計画の下部の日付は刊行物
登録の日付となります。

令和７年７月１日

令和７年４月15日・25日

令和７年６月３日・７月１日
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